
 

 

立川市新学校給食共同調理場整備運営事業 実施方針案（概要） 

 

１ 事業名 

立川市新学校給食共同調理場整備運営事業 

 

２ 目的 

 本事業は、中学校及び単独調理方式の小学校を対象に安全・安心で栄養バランスの取れた食事

を提供するため、新学校給食共同調理場を整備するもので、設計、建設、維持管理及び運営業務

を長期に、かつ、一体的に実施するものである。 

事業の実施に当たっては、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」

（平成 11 年法律第 117 号。以下、「PFI 法」という。）に基づき、民間の資金、経営能力等の活用

を図り、良好な施設の整備や維持管理、効果的な運営等により、長期的な観点で事業コストの縮

減を目指すものとする。 

 

３ 基本方針 

①学校給食衛生管理基準に沿った施設整備と給食調理 

②食物アレルギー対応の実施 

③望ましい食環境の確保 

④災害時に対応した学校給食施設の整備 

⑤食育機能の充実 

⑥周辺への配慮 

⑦環境への配慮 

⑧民間ノウハウの導入 

 

４ 事業の内容 

・事業予定地 立川市泉町 1156-15 のうち 敷地面積 約 12,000 ㎡ 

・事 業 概 要 8,500 食／日（小学校 4,000 食、中学校 4,500 食）の調理能力を有する本施設

の設計・建設及び維持管理・運営を行う。 

・対 象 校 17 校（第一～第八小学校、立川第一～第九中学校） 

・事 業 方 式 ＰＦＩ方式 

・所 有 形 態 建設後、市が所有権を持つＢＴＯ（Build Transfer Operate）方式 

・事 業 期 間 設計・建設 2 年、開業準備・維持管理・運営 15 年 1 か月、合計 17 年 1 か月 

 

５ 業務分担 

・市 業 務 献立の作成、食材の選定・調達・検収、給食費の徴収管理 等 

・事業者業務 設計、建設・工事監理、維持管理（清掃、保守、警備）、運営（調理、洗浄、配

送・回収、配膳） 等 

 

６ 事業者選定 

・選 定 方 法 総合評価一般競争入札（予定） 

・審 査 学識経験者等で構成される審査委員会で最優秀提案を選定し、市が決定する 

 

７ 予定スケジュール 

  令和 2 年度 実施方針の公表、特定事業選定、入札公告、事業者選定 

  令和 3 年度 契約締結、設計 

  令和 4 年度 建設 

  令和 5 年度 供用開始(２学期から) 

令 和 ２ 年 ６ 月 1 2 日 
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